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令和８年度広島市スポーツ少年団更新登録のご案内について 

 

時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日ごろからスポーツ少年団活動を通して、青少年の健全育成に取り組んでいただき感謝申し上げます。 

 さて、令和８年度の登録更新について下記のとおり実施させていただきます。 

つきましては、登録更新を希望される団は、日本スポーツ少年団のＷＥＢ登録システムにより登録をお願い

します。 

 なお、ＷＥＢ登録システム内のログイン画面にあるマニュアルをダウンロードいただき、必ずご熟読の上、

登録手続きを行っていただきますようお願いします。 

 

記 

 

更新登録申請期間：令和８年４月１日（水）午前９時～５月３１日（日）午後５時 

※ 詳細は別紙１「登録手続きの流れ」をご覧ください。 

 

添付資料 

１「令和８年度広島市スポーツ少年団への登録手続きの流れ―更新単位団用―」【別紙１】 ·················· P1～P7 

２「令和８年度単位スポーツ少年団の個人情報に関する確認及び活動調査について」【別紙２】 ················  P8 

３「令和８年度広島県スポーツ少年団登録申請書（団員１０人未満のスポーツ少年団）」【別紙３】 ············· P9 

４（公財）広島市スポーツ協会広島市スポーツ少年団登録要領（令和６年４月１日付）【別紙４】 ·· P10～P11 

 

 

 

※【別紙２】および【別紙３】の Word データをご希望の場合は、電子メールにてご連絡ください。 

（hiroshima-suposyou＠sports-or.city.hiroshima.jp） 

 

 

 

≪問合せ先≫                    

公益財団法人広島市スポーツ協会          

事務局 競技スポーツ係 担当：檜垣        

TEL 082-243-0579 FAX 082-249-3641       

hiroshima-suposyou＠sports-or.city.hiroshima.jp    

受付時間：午前９時～午後５時【土日・祝日を除く】 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．広島市スポーツ少年団に事前提出する書類を準備する 
☞ 登録作業を行う前に以下の書類を①郵送②持参③ＦＡＸ④電子メールのいずれかで広島市スポ

ーツ少年団までご提出ください。 

※ただし、【別紙３】は、代表者の押印が必要なため、必ず郵送またはご持参ください。 
 

１．令和８年度単位スポーツ少年団の個人情報に関する確認及び活動調査について   【別紙２】 

必ずご提出ください。 

２．令和８年度広島県スポーツ少年団登録申請書(団員１０人未満のスポーツ少年団)  【別紙３】 

令和８年度更新登録時の登録団員が１０人未満の場合は必ずご提出ください。 

３．単位団及び育成母集団の規約 １部 

  提出いただいた規約に団名称や登録内容等に変更のある単位団が見受けられます。 

確認のため、再度提出をお願いします。 

 

◆スポーツ傷害保険の加入について◆  
登録システム上の登録者全員がスポーツ傷害保険に加入しなければ、更新登録はできません。 

なお、保険加入団体の名称は「○○スポーツ少年団」としてください。（団の規約等で定められている場合は 

この限りではありません。）「スポーツ傷害保険加入を証明できる書類の写しの提出」は求めませんが、各単 

位団で登録前（活動前）に加入手続きを済ませ適切な対応をお願いします。 

 

令和８年度広島市スポーツ少年団登録手続きの流れ 

－ 更 新 単 位 団 用 － 

登録についての留意点（確認） 
◆ＷＥＢ登録を始める前に確認・準備するもの 

・ 団員…氏名（カナ）、生年月日（西暦）、性別、個人 ID 

・ 指導者…氏名（カナ）、生年月日（西暦）、性別、個人 ID、資格情報、住所、電話番号 

・ 役員・スタッフ…氏名（カナ）、生年月日（西暦）、性別、個人 ID、住所、電話番号 

✦個人 ID…単位団基本情報に画面の「個人 ID」欄に掲載の半角英数字８桁 

 （今年度の新規登録者には登録完了後に付与される。） 

✦指導者資格情報…指導者資格の登録番号等 

・（公財）日本スポーツ協会（以下「JSPO」という）公認スポーツ指導者資格保有者 

※指導者マイページトップ画面またはお持ちの指導者カードの裏面に記載の MyJSPO No. 

・前年度 JSPO 公認指導者資格養成講習会受講修了者 

※指導者マイページ「講習会申込履歴」記載の受講番号 

・（公財）日本サッカー協会(C 級以上)・（公財）日本バスケットボール協会（C 級以上）公認指導者

指導者登録番号 

◆単位団登録要件 （要件に満たない場合は登録できません。） 

・ 満１８歳以上で JSPO 公認スポーツ指導者資格保有者２人以上の登録が必要（指導者のうち「ス

ポーツ少年団の理念」を学んだ者２人以上の登録が必要） 

・ 満１８歳以上の指導者、役員・スタッフ２人以上の登録が必要 

・ 満１８歳以上の指導者、役員・スタッフから代表者を１人選定 

 

詳細については、登録システムのログイン画面にあるマニュアルを必ずご熟読ください。 

別紙１ 
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２．アカウント登録をする。 

３月３０日(予定)に、代表メールアドレスとして登録されている電子メールアドレス宛てに、日本スポ

ーツ少年団から新規アカウント発行メールが届いたら、登録システムのアカウント登録・パスワード設

定を行う。 

☞ 令和７年度と連絡先を変更される場合は、必ず引き継ぎをしてください。 

☞ スマートフォン専用のメールアドレスでは、Ｗｅｂ更新登録に関するメールが受信できない事例が多

数ありました。可能な限りパソコンのメールアドレスをご登録ください。やむを得ずスマートフォン専用の

メールアドレスで登録される場合は、パソコンからのメールを受信できるよう事前設定をお願いします。 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本スポーツ少年団から届いたアカウント発行メール本文中のＵＲＬにアクセスする。 

※URL には有効期限があります。 

※サンプル画像です。 

必ずマニュアルをダウンロード

して確認してください。 

ログインＩＤ（単位団番号）を

確認。 

 

パスワードを登録 
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３．スポーツ少年団登録システムで登録作業を行う。 
■（公財）日本スポーツ協会ホームページのスポーツ少年団登録システムにアクセスし、基本情報に記

載のログインＩＤ（単位団番号）を確認後、パスワードを入力してログインする。 

☞ Ｗｅｂ登録において、スマートフォンから「登録申請」を行った単位スポーツ少年団の更新登録に不

具合が発生するケースが多発しているため、可能な限りパソコンからの登録作業をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードを入力 

ログインＩＤを入力 

こちらをクリックすると操作方法の詳細が 

確認できるマニュアルをダウンロードできます。 

※必ず登録手続き前にマニュアルをご熟読ください。 

こちらをクリックす

ると操作手順の動

画を見ることがで

きます。 
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■「トップページ」画面、単位団基本情報の内容確認及び各項目の必須項目を入力・修正する。 

① 基本情報の登録 

  ✦連絡先メールアドレス、団体の登録年月日（団の創設日ではなく、「スポーツ少年団として登録し

た年月日」）、保険加入の有無等を確認・修正し保存してください。 

☞ スマートフォン専用のメールアドレスでは、スポーツ少年団からのお知らせメールが受信でき

ない場合があります。可能な限りパソコンのメールアドレスをご登録ください。やむを得ずスマート

フォン専用のメールアドレスで登録される場合は、パソコンからのメールを受信できるように設定を

お願いします。 

② 活動内容の登録 

  ✦活動頻度、活動施設、種目などを確認・修正し保存してください。 

③ 団員（３歳以上１９歳以下）の登録 

☞ 令和７年度に登録していた団員の情報は、予め入力されています。 

登録システムの不具合により生年月日や住所等の表示に誤りがある場合があります。 

必ず確認して修正をお願いします。 

 

 

 

 

 

④ 指導者（１８歳以上〔平成２０年（２００８年）４月１日までに生まれた方〕）の登録 

☞ 令和７年度に登録していた団員の情報は、予め入力されています。 

☞ 指導者は単位スポーツ少年団にスポーツ少年団の理念を学んでいる指導者２人以上を含む

人数で構成しなければなりません。※詳しくは広島市スポーツ少年団までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・継続登録の場合…「資格確認」を選択し、保有資格に合わせて「はい」・「いいえ」を選択してください。 

資格確認については、マニュアルに例示がありますので、確認の上、選択してくださ 

い。一覧で「資格確認」が確認済みとなり、登録区分が「更新する」となったことを確認し

ます。 

・新規登録の場合…令和８年度から新たに登録する有資格指導者は「新規（始めて登録する人）」を選択し、

保有資格に合わせて項目を選択します。資格確認については、マニュアルに例示があ

りますので、確認の上、選択してください。氏名（漢字）、その他住所等を入力し保存し

ます。 

・更新しない場合…「更新しない」を選択してください。 

◎指導者登録には、次の資格保有者である必要があります。登録する指導者の指導者資格登録番号の入

力が必要となりますので事前に確認が必要です。 

(ｱ) JSPO公認スポーツ指導者資格保有者 

(ｲ) ２０１９年度に認定育成員・認定員（日本スポーツ少年団指導者資格）として登録をし、令和６年（２０２４

年）１１月末までにスポーツコーチングリーダーに移行済みの者 

(ｳ) （公財）日本サッカー協会(C級以上)・（公財）日本バスケットボール協会（C級以上）指導者資格保有者 

(ｴ) 令和７年度スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会を受講修了した者 

 

【注意】 認定育成員・認定員資格をお持ちの方で令和６年（２０２４年）１１月末までにｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

への資格移行手続きがお済みでない方は指導者登録ができませんのでご注意ください。 

・継続登録の場合…登録内容を確認し「更新する」を選択。内容に変更がある場合は「修正」をしてください。 

・新規登録の場合…令和８年度から新たに登録する団員は「新規（始めて登録する人）」を選択し、氏名（漢

字）、フリガナ、性別、生年月日を入力してください。 

・更新しない場合…「更新しない」を選択してください。 
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⑤ 役員・スタッフ（18 歳以上〔平成２０年（200８年）4 月 1 日までに生まれた方〕）の登録  

☞ 令和７年度に登録していた役員・スタッフの情報は、予め入力されています。 

☞ 指導者、役員・スタッフは 18歳以上から登録できます。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 役職（代表者及び事務担当者）の設定 

☞ 代表者及び事務担当者は、必ず登録する年の４月１日現在満１８歳以上の指導者、役員・スタ

ッフのうち１人を登録してください。代表者は事務担当者を兼任できますが、他の団の代表者を兼

任することはできません。※郵送物は事務担当者の登録住所に届きますのでご注意ください。 

 

 

 

 

⑦ 登録料の支払いの選択 

☞ 登録料の支払い方法を、「クレジットカード」、「コンビニエンスストア」、「口座振込」から選択し

てください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．広島市スポーツ少年団が登録内容を確認する。 
☞ 登録申請完了した単位団から順に、登録内容の確認をします。不備等がありましたら、ご連絡す

る場合がございます。単位団の登録内容確認等は、平日の午前９時から午後５時まで（土・日・祝日

を除く）となっております。※ 土・日曜日、祝日は行っておりませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・継続登録の場合…登録内容を確認し「更新する」を選択してください。 

内容に変更がある場合は「修正」をしてください。 

・新規登録の場合…令和８年度から新たに登録するは「新規（始めて登録する人）」を選択し、役割、氏名（漢

字）、フリガナ、性別、生年月日等を入力してください。 

・更新しない場合…「更新しない」を選択してください 

・代表者として登録する場合…「代表者」を選択してください。 

・事務担当者として登録する場合…「事務担当者」を選択してください。 

登録申請承認 
広島市スポーツ少年団が登録承認後、単位団代表メールアドレス宛に 

「登録料の支払い依頼（請求）メール」が送信されます。 

支払依頼メールに記載の内容に沿って、次ページの登録申請期間内に登録料をお支払いください。 

・クレジットカード支払い及びコンビニ支払いを選択する場合…別途、システム手数料が必要です。 

・口座振り込みを選択する場合…別途、銀行振込手数料が必要です。 

※必ず手数料をご確認ください。 

支払方法を選択し、「申請する」をクリックしてください。 
 

 

広島市スポーツ少年団から「支払依頼(請求)メール」（承認）が送信されますので、受信後金額を確認のうえ支払い

をお願いします。 

 登録申請完了 
この時点で登録申請完了となります。 
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５. 更新登録手続きが完了した単位団には、登録認定物品等を交付します。 

① 団員章（登録団員人数分）  

② 指導者章（登録指導者人数分）  

③ 役員・スタッフ登録証（登録役員・スタッフ人数分） 

④ 認定リボン１本（認定リボンは登録競技種目数に関係なく単位団１本の交付です） 

⑤ 日本スポーツ少年団ガイドブック「スポーツ少年団とは」１冊  

 

※ 広島市スポーツ少年団ガイドブック「みんなのスポーツ少年団」は単位団代表メールアドレス宛に

送付しますので、必ずご確認ください。必要に応じて登録メンバーへの情報提供をお願いしま

す。 

６．更新登録完了後のＷｅｂ登録による追加登録について  

更新登録完了後、団員、指導者、役員・スタッフのＷｅｂ登録による追加登録は８月３１日（月）まで可能です。（※

登録料の支払いは８月３１日中に必ず済ませてください。） 

☞ １回の登録ごとに決済システム手数料、銀行振込手数料がかかりますので、追加登録について

は、できる範囲でまとめて手続きすることをおすすめします。 

① 広島市スポーツ少年団へ連絡後、団員章等の返信用封筒（定型サイズの封筒に切手を貼ったもの）を提出し

てください。 

② Ｗｅｂ登録システムのトップページから「メンバー登録する」を選択し、「登録作業開始」を選択し、「ＯＫ」をクリッ

クすると通常の登録と同様に追加登録を行うことができます。 

③ 広島市スポーツ少年団で入金確認後、ご提出いただいた返信用封筒にて団員章等を送付いたします。 

   

※ ９月以降の広島市スポーツ少年団のみの追加登録の方法については別途ご案内します。 

７．その他 

① スポーツ安全保険の加入については、『公益財団法人スポーツ安全協会』（03-5510-0033）に直接お問い合

わせください。 

② 複数の既存の単一種目のスポーツ少年団を統合し、複合種目のスポーツ少年団として更新登録したり、団の

名称を変更したりするなどの予定がある場合は、登録前に広島市スポーツ少年団までお問い合わせください 

 

 

令和８年４月１日（水）～５月３１日（日） 
※お支払いはこの期限内に必ず済ませてください。 

い。） 
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〒73０-0042 

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号 広島市役所北庁舎別館２階 

公益財団法人広島市スポーツ協会  広島市スポーツ少年団 

 

ＴＥＬ   ０８２－２４３－０５７９      

ＦＡＸ  ０８２－２４９―３６４１ 

電子メール  hiroshima-suposyou＠sports-or.city.hiroshima.jp 

 

※ 電話での問い合わせ時間 ： ９:00～１７:00 【土日・祝日を除く】  
（受付時間外のお問合せは、ご遠慮ください。） 

８．問い合わせ・事前提出書類等の提出先 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市スポーツ少年団登録料 

単位団負担金 ４，０００円／団 

団 員 ８００円／人 

指 導 者 １，１００円／人 

役員・スタッフ １，１００円／人 

スポーツ少年団Ｗｅｂ登録システムの詳しい操作方法については、 

（公財）日本スポーツ協会日本スポーツ少年団コールセンターへ直接ご連絡ください。 

 

ＴＥＬ  ０３－６８９９－３５２４ 

 

※ 開設期間 ： 令和８年４月１日（水）～９月３０日（水） 

※ 電話での問合せ時間 ： 平日・土日祝 10:00～18:00 
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単位団番号 ３ ４ １ ０ ０      

活動競技種目 ：                                                           

 令和８年度 単位スポーツ少年団の個人情報に関する確認及び活動調査について  
 
個人情報の取扱い及び団活動に関することについて、次の内容を確認させていただきます。 

なお、登録時に収集した単位団に関する個人情報については、公益財団法人広島市スポーツ協会個

人情報保護規程に基づき、適正に管理します。 
 

   団名                   スポーツ少年団 代表者名                  
団名                    スポーツ少年団 

１ 事務担当者のお名前・ご連絡先をご記入ください。 

（ふりがな） 

お 名 前 
連 絡 先 

 ―      － 

  ※連絡先は、可能な限り携帯電話番号（9～17 時に連絡可能な方）をご記入ください。 

※この情報は事務局で管理します。ただし、貴団への入団希望の方がおられる場合、上記事務担当者の方に 

確認のうえ、貴団の情報を入団希望者に開示することがあります。 

 

２ 他の団体（広島市、広島市教育委員会等）から、問い合わせ依頼があった場合、 
貴単位団の事務担当者の連絡先情報を提供してよいでしょうか。該当欄に「○」を 
ご記入ください。 

依 頼 の 内 容 提供可 提供不可 

貴単位団の活動状況等を知りたい。   

 

３ 団活動ついて、次の項目をご記入ください。 

団員構成 

◆何歳（学年）から何歳（学年）までが入団できますか。 

（   ）歳・小･中･高（   ）年生 ～ 

 （   ）歳・小･中･高（   ）年生・19歳 

活動場所 

◆主な活動場所を具体的にご記入ください。 

〔例：広島市立△△△小学校 体育館〕 

（                                                 ） 

（                                                 ） 

活動日等 

◆活動する曜日・時刻をご記入ください。 

      ：       ～    ：     〔    曜日〕 

      ：       ～    ：     〔    曜日〕 

    ：       ～    ：     〔    曜日〕 

    ：       ～    ：     〔    曜日〕 

別紙２ 
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                             令和 ８年  月  日 

 

 公益財団法人広島県スポーツ協会 

 広島県スポーツ少年団本部長 様  

 

                     公益財団法人広島市スポーツ協会 

                     広 島 市 ス ポ ー ツ 少 年 団 

                     本  部  長         印 

                     団名         スポーツ少年団 

                     代表者名             印 

 

令和８年度広島県スポーツ少年団登録 

 

申 請 書 

 

                スポーツ少年団は、登録団員が   人ですが、登録を許可

いただきますようお願いします。 

 
 ○ 団代表者記入  

 

初回登録年 
 

 

  
 

 

活動歴 
 

 

     年 
 

 

団員数が１０人 

に満たない理由 
 

 

  
 

 

活動内容 
 

 

  
 

 
 ○ 市町スポーツ少年団本部長記入（推薦理由）  

 

 

 

団員数１０人未満のスポーツ少年団 

別紙３ 
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公益財団法人広島市スポーツ協会広島市スポーツ少年団登録要領 

 

第１条 この要領は、公益財団法人広島市スポーツ協会広島市スポーツ少年団規程第５条第２項の規定に基づ

き、日本スポーツ少年団の諸規程を尊守し、単位スポーツ少年団・団員・指導者・役員・スタッフの登録に関

することについて定める。 

 

第２条 登録に関しては、次の各号を満たさなければならない。 

⑴ 団の名称は、青少年スポーツ団体としてふさわしいものとする。 

⑵ 団員は、登録する年の４月１日現在満３歳以上１９歳以下とする。ただし満３歳以上小学生未満の者につ 

いては、単位スポーツ少年団の活動内容・受入体制や当該者の体力・運動能力等を充分に考慮し、個別に対

応するものとする。 

⑶ 指導者は、登録する年の４月１日現在満１８歳以上で、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格保有者

とする。 

⑷ 単位スポーツ少年団は､原則として団員１０人以上と指導者２人以上で構成される。また、１８歳以上の指

導者、役員、スタッフ２人以上の登録を必須とする。なお、指導者は、少なくとも２人以上をスポーツ少年

団の理念を学んだ者〔令和元年度にスポーツ少年団認定育成員・認定員資格の保有及びスポーツ少年団登録

していた日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格保有者またはスタートコーチ（ジュニア・ユース）、スポ

ーツコーチングリーダーの資格保有者〕（以下「理念を学んだ指導者」という。）としなければならない。 

⑸ 登録する年の４月１日現在満１８歳以上の指導者、役員またはスタッフのうち１人を代表者とする。代表

者は、他の団の代表者を兼ねることはできない。 

⑹ 新規登録の単位スポーツ少年団については、前４号の登録要件のうち、登録した指導者の中に理念を学ん

だ指導者が２人以上いない場合、新規登録年度中に資格取得講習会を受講し、次年度、理念を学んだ指導者

が２人以上配置されるよう、資格を取得させなければならない。 

⑺ 団員・指導者・役員・スタッフは、傷害保険に加入しなければならない。 

 

第３条 登録は、日本スポーツ少年団の登録システムにより、毎年４月１日から、５月３１日（新規登録単位ス

ポーツ少年団は６月３０日）までに行う。なお、団員及び指導者の追加登録については、別表第１のとおりと

する。 

２ 登録の有効期間は、登録認定を受けた日から、その年度末日までとし、年度ごとに更新する。 

３ 登録料については、別表第２のとおりとする。 

 

第４条 登録の認定を受けたものが、スポーツ少年団の目的にふさわしくない行為があったと認められたとき

は、登録が取り消される。 

 

第５条 この要領の施行に関して必要な事項は、本部長が定める。 

 ＜附  則＞ 

この要領は、昭和６２年４月１日から施行する。 

この要領は、昭和６３年５月２４日から施行する。 

この要領は、平成元年２月１６日から施行する。 

この要領は、平成５年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

  この規程は公益財団法人広島市スポーツ協会の設立登記の日から施行する。 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

  この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

  この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

  この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

 
 
 
別表第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追 加 登 録 申 請 先 追 加 登 録 期 間 

日 本 ス ポ ー ツ 少 年 団 
広島県スポーツ少 年団 
広島市スポーツ少 年団 

毎年 ４月 １日～ ８月３１日 

広島市スポーツ少年団のみ 毎年 ９月 １日～翌年２月末日 

区   分 登 録 料 内      訳 

単位スポーツ少年団 

（１団につき） 
４,０００円 単位スポーツ少年団負担金として 

指導者、役員・スタッフ

（１人につき） 
１,１００円 

日 本：７００円 

広島県：１００円 

広島市：３００円 

※ただし、９月１日以降は、広島市への登録料として１,１００円を 

徴収する。 

団 員（１人につき）  ８００円 

日 本：３００円 

広島県：１００円 

広島市：４００円 

※ただし、９月１日以降は、広島市への登録料として８００円を 

徴収する。 

11


